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地方債
6.8

国庫支出金
15.0

１-１ 地方財政計画と一般会計との関係（令和５年度当初）
交付税特会一般会計 地方財政計画

（歳出）（歳入）（歳出） （歳入）

地方税・
地方譲与税

45.5

地方交付税
18.4

地方特例交付金 0.2

（臨財債 1.0）

その他 6.2

地方交付税
18.4

地方特例交付金 0.2

借入金償還 1.3
特会借入金利払金 0.1

一般会計より受入れ
16.4

地方交付税 16.2
地方特例交付金 0.2

地方法人税 1.9
前年度からの繰越金 1.4
機構準備金の活用 0.1
特会剰余金の活用 0.1

92.0兆円
地方交付税

16.２

地方特例交付金
0.2

114.4兆円

その他
98.0

交付税
対象税目

60.2
所得税（×33.1％）

21.0

法人税（×33.1％）
14.6

酒税（×50.0％）
1.2

消費税（×19.5％）
23.4

その他
54.2

（歳入）

（注） 計数はそれぞれ四捨五入しているので、合計において一致しない場合がある。

給与関係経費19.9

一般行政経費42.1

（歳出）

公債費
11.3

投資的経費
12.0

その他 6.8

― 3 ―

―  ―0123456789



１-２ 地方財政計画・地方債計画・財投計画の関係（令和５年度当初）

一般行政経費
42.1

地方財政計画
92.0兆円

地方交付税
18.4

地方特例交付金 0.2

地方税・
地方譲与税

45.5

国庫支出金
15.0

その他 6.2

地方債計画
9.5兆円

普通会計分／
公営企業会計等分

公営企業会計等分
2.7

資金区分

普通会計分
6.8

地方公共団体
金融機構資金

1.6

財政融資資金
2.4

市場公募
3.4

銀行等引受
2.0

財政投融資計画
16.3兆円

インフラ整備の加速等 2.3

日本企業の海外展開
支援等 3.6

教育・福祉・医療 1.0

地方公共団体 2.4

地方債 6.8

資金繰り支援や
企業の成長力強化等

7.0

• 各省の事業や経済情勢を踏まえた地方財
政全体の見通し。

• 歳入・歳出に収支不足が発生する場合、
一般会計加算や臨時財政対策債の発行等
の「地方財政対策」を講じる。

• 地方の資金需要や国庫補助事業の動向等
を踏まえ、事業毎の計画額を策定。

• 近年の事業毎の配分率（地方公
共団体の財政融資資金に対する
需要動向）等を踏まえ、事業毎に
財政融資資金の配分額を決定。

給与関係経費
19.9

歳入歳出

投資的経費
12.0

公債費 11.3

その他 6.8

（注） 計数はそれぞれ四捨五入しているので、合計において一致しない場合がある。

― 4 ―

―  ―0123456789



１-３ 令和５年度地方債計画における資金区分
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（参考１） 地方債の対象経費

地方債 国債

原則 地方財政法
（地方債の制限）
第五条 地方公共団体の歳出は、地方債以外の歳入をもつて、その
財源としなければならない。ただし、次に掲げる場合においては、地方
債をもつてその財源とすることができる。

一 交通事業、ガス事業、水道事業その他地方公共団体の行う企
業（以下「公営企業」という。）に要する経費の財源とする場合

二 出資金及び貸付金の財源とする場合（出資又は貸付けを目的
として土地又は物件を買収するために要する経費の財源とする場
合を含む。）

三 地方債の借換えのために要する経費の財源とする場合
四 災害応急事業費、災害復旧事業費及び災害救助事業費の財

源とする場合
五 学校その他の文教施設、保育所その他の厚生施設、消防施設、

道路、河川、港湾その他の土木施設等の公共施設又は公用施
設の建設事業費（公共的団体又は国若しくは地方公共団体が
出資している法人で政令で定めるものが設置する公共施設の建設
事業に係る負担又は助成に要する経費を含む。）及び公共用若
しくは公用に供する土地又はその代替地としてあらかじめ取得する
土地の購入費（当該土地に関する所有権以外の権利を取得す
るために要する経費を含む。）の財源とする場合

財政法
第四条 国の歳出は、公債又は借入金以外の歳入を以て、その財源
としなければならない。但し、公共事業費、出資金及び貸付金の財源
については、国会の議決を経た金額の範囲内で、公債を発行し又は
借入金をなすことができる。

例外 地財法第５条に規定する経費以外の財源とする場合は、別途法的
措置が必要。

臨時財政対策債（地方財政法第33条の5の2）
過疎対策事業債（過疎地域の持続的発展の支援に関する特別

措置法第14条）
等

建設国債を発行してもなお歳入が不足すると見込まれる場合に、公
共事業費等以外の歳出に充てる財源を調達することを目的として、特
例公債法等の特別の法律に基づき、特例国債（赤字国債）を発行。

― 6 ―

―  ―0123456789



（参考２） 地方債制度の変遷

（出典）総務省 「地方債制度等について」
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協議制
① 地方公共団体が、地方債を起債する場合、総務大臣又は都道府県知事※に協議が必要。

※ 都道府県・指定都市は総務大臣、市町村・特別区等は都道府県知事に対して協議を行う。

② 総務大臣は、協議において、同意をしようとする場合、あらかじめ、財務大臣に協議が必要。
➡ 同意のある地方債は、公的資金の充当、元利償還金の地方財政計画への算入ができる。

許可制
地方債の信用を維持するため、実質公債費比率が18％以上の地方公共団体や、一定以上の実

質赤字額が生じた地方公共団体が、地方債を起債する場合、許可が必要。

届出制
地方公共団体の自主性・自立性を高める観点から、一定の要件を満たす地方公共団体が、民間

等資金債を借入先として地方債を起債する場合、原則として、協議を不要とし、事前届出のみで起債
できる。

財務大臣の関与
財務大臣は、財政融資資金の管理運用責任者、国内資金運用の調整責任者、財政担当責
任者の立場から、大臣間協議に応じる。

（参考３） 地方債の起債手続
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財

務

大

臣

総

務

大

臣

（
・
都

道

府

県

知

事

）

事前届出

・民間資金債
・特別転貸債
・国の予算等

貸付金債

【届出】

【協議】

【許可】

許可のある
地方債の発行

同意のある
地方債の発行

届出をした
地方債の発行

地方公共団体の
議会への報告

同意のない
地方債の発行

地

方

公

共

団

体

総務大臣等の
同意のある場合

総務大臣等の
同意のない場合

同意のある地方債に対し、
・公的資金の充当
・元利償還金の地方財政計画への算入

許可のある地方債に対し、
・公的資金の充当
・元利償還金の地方財政計画への算入

総務大臣等の
許可のある場合

届出をした地方債のうち協議を受けたならば同意すると
認められるものに対し、
・元利償還金の地方財政計画への算入
・公的資金のうち、特別転貸債、国の予算等貸付金の充当

協議

協議

協議

同意

同意

同意

許可

許可申請

通知

・実質赤字がゼロ
・実質公債費比率が18%未満
・将来負担比率が400%未満

等の団体

・実質赤字が一定以上
・実質公債費比率が18%以上
・標準税率未満

等の団体

（参考４） 地方債起債手続きの概要
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地方債同意等基準（総務省告示）
総務大臣及び都道府県知事の地方債の同意・許可に当たっての基本方針を定めるもの。

• 地方債同意等基準の策定方針
• 地方債協議等のスケジュール
• 協議団体に係る同意基準（地方債を財源とする事業、償還年限の考え方、資金等）
• 事業区分ごとの対象事業
• 許可団体に係る許可基準
• 財政再生団体に係る許可基準

地方債同意等基準において示されている主な事項

地方債同意等基準運用要綱（総務副大臣通知）
同意等基準に基づく手続のうち協議等手続、早期協議等手続、法令及び同意等基準の解釈

等の技術的助言に関する一般的事項を規定しているもの。

（参考５） 地方債同意等基準（運用要綱）について
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２-１ 地方債計画額（当初）の推移（資金別）

（注）平成24年度から令和５年度は、「東日本大震災分」を含む。
（出典）各年度「地方債計画(当初)」

37,310 38,870 36,810 34,530 32,690 28,335 28,680 28,102 29,527 29,346
36,847

26,264 24,238

18,930
21,740 21,720 20,500 19,710

18,160 18,117 17,799 18,393 18,225

21,826

17,464 16,419

42,000
44,400 44,400

42,600
40,000

36,900 38,200 38,200 39,400 38,500

44,700

36,600
34,100

39,100
35,291 33,948

32,197
29,664

29,067 31,448 32,408
32,764 31,289

33,010

21,486
20,237

137,340
140,301

136,878
129,827

122,064

112,462
116,445 116,509

120,084 117,360

136,383

101,814
94,994

0

50,000

100,000

150,000

H23 H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30 R1 R2 R3 R4 R5

財政融資 機構資金 市場公募 銀行等引受
（億円）

（年度）
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（注）平成24年度から令和５年度は、「東日本大震災分」を除く。
（出典）各年度「地方債計画(当初)」

○ 財政融資資金の規模は、令和３年度においては新型コロナウイルス感染症による地方財政への影響を踏ま
えて臨時財政対策債等が増加したが、令和４年度以降は折半対象財源不足（注）の解消により臨時財政対
策債の発行が抑制され、再び減少傾向に。
（注）地方交付税の法定率分等で不足する財源。不足する場合は、特例加算（国）と臨時財政対策債（地方）により折半で負担。

２-２ 財政融資資金の事業別計画額の推移

その他 318 

公営住宅建設事業 362 
病院事業・介護サービス事業 773 
一般単独事業 926 
災害復旧事業 1,126 

1,962 
1,939 

1,787 
2,848 

3,842 

4,053 

6,565 
4,617 

2,762 
4,979 

17,860 

2,287 

0

5,000

10,000

15,000

20,000

25,000

30,000

35,000

40,000

H23 H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30 R1 R2 R3 R4 R5

（億円）

臨時財政対策債

防災・減災・国土強靱化
緊急対策事業

辺地及び過疎対策事業

公共事業等

下水道事業
水道事業
教育・福祉施設等整備事業

（年度）
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○ 財政融資資金残高ベースでみると、臨時財政対策債は残高の３割以上を占め、依然として一番高いシェア
を占めている。

２-３ 事業区分ごとの財政融資資金現在高の推移

その他 2.8 

病院事業・介護サービス事業 1.2 

水道事業 3.9 

下水道事業 7.5 

一般単独事業 0.1 

公営住宅建設事業 0.6 

防災・減災・国土強靱化緊急対策事業
1.1 

災害復旧事業 1.3 

教育・福祉施設等整備事業 1.6 

辺地及び過疎対策事業 2.9 

公共事業等 6.0 

臨時財政対策債 12.5 兆円
（30.1％）

0

10

20

30

40

50

H25 H26 H27 H28 H29 H30 R1 R2 R3 R4 （年度）

42.6

（兆円） 52.1 51.0
49.6

48.2 47.0
45.4 44.2

43.1
41.4
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（注）（）内の数字は、令和５年度当初計画額。 「東日本大震災分」を除く。
（出典）各年度「地方債計画(当初)」

○ 財政融資資金は、災害復旧事業や辺地及び過疎対策事業の大半を引き受けている。
○ 国の政策と密接に関係のある分野（教育・福祉施設等整備、上下水道等）については、地方公共団体の時々の

ニーズに柔軟に対応しており、足下は、教育・福祉施設等整備事業の引受割合が増加。
○ 臨時財政対策債の引受割合は、新型コロナウイルス感染症による影響に対応した令和３年度を除き、減

少傾向にある。

２-４ 事業区分ごとの財政融資資金による引受割合の推移

29.1%

100.0%

47.2%

3.4%

83.8%

47.2%

32.0%

23.0%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

H23 H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30 R1 R2 R3 R4 R5 （年度）

災害復旧事業
（1,126億円）
辺地及び過疎対策
事業
（4,979億円）

教育・福祉施設等
整備事業
（1,939 億円）

水道事業
（2,848 億円）

一般単独事業
（926億円）

下水道事業
（4,053 億円）
公共事業等
（4,617 億円）

臨時財政対策債
（2,287億円）
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「財政投融資を巡る課題と今後の在り方について」（平成26年６月 財政投融資分科会）

財政融資資金は、民間等資金を補完するものとの位置付けを前提として、地方公共団体が行う事業のうち、
① 国が責任を持って対応すべき分野（一般会計債の災害復旧等）に対して、引き続き積極的に対応していく。
② 更に、国の政策と密接な関係のある分野（国庫補助負担事業〔一般会計債の学校教育施設等、公営企業債の下水道等〕）に対して、

引き続き対応していく。
③ 他方、その他の分野（地方単独事業〔一般会計債の公共用地先行取得等、公営企業債の電気・ガス等〕等）については、国として関

与する政策的必要性が低いことから、引き続き抑制していく。ただし、地方単独事業であっても、国が法令により実施や方法を義務
付けている事業等については対応を検討する。

その際、一般会計債については、地方財政計画を通じて、将来の国民全体に負担が及ぶこと（交付税による国の財政負担）を踏まえ、
柔軟に対応する。

「簡素で効率的な政府を実現するための行政改革の推進に関する法律」（平成18年法律第47号）（抄）

（財政融資資金特別会計に係る見直し）
第38条 財政融資資金特別会計においてその運用に関する歳入歳出を経理される財政融資資金については、その規模を将来において適切に

縮減されたものとするため、同特別会計の負担において発行される公債の発行額を着実に縮減するとともに、その償還の計画を作
成するものとする。

２ 財政融資資金の地方公共団体に対する貸付けについては、第７条第１項の移行の状況を見極めつつ、段階的に縮減するものとする。
※第７条第１項…公営企業金融公庫

２-５ 地方公共団体向け財政融資の基本的考え方

○ 「財政投融資を巡る課題と今後の在り方について」等に基づき、引き続き、地方公共団体の課題やニーズを
踏まえて対応していくべきではないか。

○ 実地監査や財務状況把握により、財政融資資金の償還確実性を確認するとともに、地方公共団体に対し
て、財務健全化や課題解決に向けた取組を支援する役割を積極的に果たすべきではないか。

その際、地方公共団体の資金繰りに関して、深度ある分析に向け、財務総研等とも連携し学術的な成果も
参考としていくべきではないか。
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区分 企業数 財政融資資金残高 監査実施企業数（割合） 監査先残高

上水道 1,220 31,821億円 89 （7.3%） 2,793億円

下水道 2,786 74,147億円 183 （6.6%） 10,472億円

合 計 4,006 105,968億円 272 （6.8%） 13,265億円

○ 公営企業の経営状況に関する実施状況

【実地監査の概要】
○ 全国の財務局・財務事務所等の資金実地監査官等が、貸付先である地方公共団体に対して、地方公

営企業の経営状況及び貸付資金の使用状況並びに事業の成果等を確認。
○ 地方公営企業の経営状況の確認に重点を置いて実施。
○ 地方公営企業の課題解決に向けた取組を支援するため、監査において把握した経営課題に対し、アドバ

イスを実施。

団体数 財政融資資金残高 監査実施団体数（割合） 監査先残高

2,325 426,434億円 168（7.2%） 32,789億円

○ 貸付資金の使用状況等に関する実施状況

【注】本表は、全公営企業8,045先（総務省「令和３年度地方公営企業年鑑」）のうち、令和３年度末に財政融資貸付残高を有する上水道事業及び下水道事業
（公共下水道、特定環境保全公共下水道、農業集落排水施設）について掲載

（参考１）令和４年度における地方公共団体に対する実地監査の実施状況
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（注） ４指標とは、行政キャッシュフロー計算書に基づきストック面を重視して算出した「債務償還可能年数」、「実質債務月収倍率」、
「積立金等月収倍率」及び「行政経常収支率」の４つの財務指標のことをいう。

その他の関連指標も
加え、財務状況を

モニタリング

行政キャッシュ
フロー計算書の

作成

地方公共団体
に対する

ヒアリング

総
務
省
か
ら
決
算
統
計

デ
ー
タ
等
を
入
手

結
果
概
要
（
診
断
表
）
の
交
付

オフサイト オンサイト

全地方公共団体に
ついて財務省で作成

４指標（注）に加え、
地方財政健全化法の

指標他、各種データを活用

財務の健全化に向けた
貸し手としてのアドバイス

選定

（参考２）財務状況把握の流れ

○ 財務状況把握は、財政融資の償還確実性を確認する観点から、地方公共団体の財務状況(債務償還能
力と資金繰り状況)を把握するものであり、また、結果概要（診断表）の交付により、地方公共団体に対する
財務健全化に関するアドバイス(情報提供等)や財務状況悪化に対する事前警鐘の役割も担っている。
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令和５年７月31日財投分科会資料
（参考３）2022年度財務状況把握の結果の概要（市区町村）
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１．地方債制度について

２．機関の概要等

～地方公共団体向け財政融資の現状と基本的考え方～

３．令和６年度要求の概要

４．編成上の論点 臨時財政対策債への配分について

５．データ利活用に関する規程の策定
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３ 令和６年度要求の概要

(単位：億円)

92,101 94,981 △2,880

23,566 24,228 △662

財政融資 23,566 24,228 △662

68,535 70,753 △2,218

地方公共団体金融機構 16,036 16,416 △380

市場公募 32,454 34,100 △1,646

銀行等引受 20,045 20,237 △192

自己資金等

区　　分 令和６年度
要   求   額

令和５年度
当初計画額 増　減

事業計画実施に必要な資金の合計額
(財源) 財政投融資

令和６年度要求

（注）額については、令和６年度の国の予算編成の動向等を踏まえ、地方財政の状況等について検討を加え、全体として所要の修正を行うこととしている。
また、「東日本大震災分」に係る地方債計画については、東日本大震災に関連する事業を円滑に推進できるよう、所要額について、その全額を公的資

金で確保を図ることとし、別途策定するものとしている。
なお、令和５年度計画額及び令和６年度要求額は、令和５年度の「通常収支分」に係る地方債計画及び令和６年度の「通常収支分」に係る地

方債計画（案）の額であり、「東日本大震災分」を加えた令和５年度当初計画の総額及び財政融資資金の額は９４，９９４億円及び２４，２３
８億円である。

総務省資料
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Sheet1

		

												(単位：億円、％)

		区　　分 クブン				平成２２年度　　　　要   求   額 ヘイセイネンドヨウモトムガク		平成２１年度     当初計画額 ヘイセイネンドトウショケイガガク		対前年度比 タイマエトシタビヒ

										金額 キンガク		伸率 ノリツ

		(1)財政融資 ザイセイユウシ

		(2)産業投資 サンギョウトウシ

				うち 出　資 デシ

				うち 融　資 トオルシ

		(3)政府保証 セイフホショウ

				うち 国内債 コクナイサイ

				うち 外　債 ガイサイ

		合　　　計（①） ゴウケイ





Sheet2

		

		事業計画 ジギョウケイカク										(単位：億円、％) タンイオクエン

		区　　分 クブン						平成２３年度　　　　要   求   額 ヘイセイネンドヨウモトムガク		平成２２年度      当初計画額 ヘイセイネンドトウショケイガガク		備　考 ソナエコウ

		事業計画の合計額 ジギョウケイカクゴウケイガク

		(内訳) ウチワケ





Sheet3

												(単位：億円) タンイオクエン

		区　　分 クブン						令和６年度
要   求   額 レイワネンドヨウモトムガク		令和５年度
当初計画額 レイワネンドトウショケイガガク		増　減 ゾウゲン

		事業計画実施に必要な資金の合計額 ジギョウケイカクジッシヒツヨウシキンゴウケイガク						92,101		94,981		△2,880

		(財源) ザイゲン		財政投融資 ザイセイトウユウシ				23,566		24,228		△662

						財政融資 ザイセイユウシ		23,566		24,228		△662

						産業投資 サンギョウトウシ		－		－		－

						政府保証 セイフホショウ		－		－		－

				自己資金等 ジコシキントウ				68,535		70,753		△2,218

						地方公共団体金融機構 チホウコウキョウダンタイキンユウキコウ		16,036		16,416		△380

						市場公募 シジョウコウボ		32,454		34,100		△1,646

						銀行等引受 ギンコウトウヒキウケ		20,045		20,237		△192







（参考１）これまでの地方公共団体向け財政投融資要求の経緯

地方債計画（案）額 うち財政融資資金 地方債計画額 うち財政融資資金

平成23年度 154,583 42,200 137,340 37,310
平成24年度 140,832 38,400 135,396 36,188
平成25年度 134,554 36,000 133,708 35,759
平成26年度 133,923 35,900 128,301 33,333
平成27年度 128,027 33,300 119,242 30,381
平成28年度 115,822 29,500 112,082 28,076
平成29年度 121,366 30,300 116,257 28,545
平成30年度 121,479 29,800 116,456 28,066
令和元年度 117,921 28,400 120,056 29,507
令和２年度 121,105 29,748 117,336 29,326
令和３年度 154,004 42,494 136,372 36,839
令和４年度 114,324 29,686 101,799 26,252
令和５年度 97,007 25,150 94,981 24,228
令和６年度 92,101 23,566

（注）平成24年度から令和６年度は、「東日本大震災分」を除いた額を計上。

（単位：億円）
要求 決定

（参考）財政融資資金の実行状況（資金年度ベース）
（単位：億円）

当初計画 改定 実績
平成23年度 37,310 46,410 36,735
平成24年度 38,870 44,738 39,085
平成25年度 36,810 42,577 36,635
平成26年度 34,530 36,620 32,766
平成27年度 32,690 35,248 30,901
平成28年度 28,335 36,443 31,317
平成29年度 28,680 32,407 28,715
平成30年度 28,102 34,560 30,415
令和元年度 29,527 36,185 30,467
令和２年度 29,346 43,350 33,399
令和３年度 36,847 44,587 35,478
令和４年度 26,264 33,909 31,417

（注）1 　平成24年度から令和４年度は、「東日本大震災分」を含めた額を計上。
 2 　令和４年度の実績は、翌年度繰越額を含めた額を計上。
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総務省資料

（注）１ 本計画（案）については、令和６年度の国の予算編成の動向等を踏まえ、地方財政の状況等について検討を加え、全体として所要の修正を行うこととしている。
２ 地方財源の不足に対処するための臨時財政対策債等については、「令和６年度地方財政収支の仮試算【概算要求時】」を踏まえ、所要額を計上している。
３ 防災・減災・国土強靱化緊急対策事業の計上内容については、予算編成過程で必要な検討を行う。
４ 国の予算等貸付金債の（ ）書は、災害援護資金貸付金などの国の予算等に基づく貸付金を財源とするものであって外書である。

（参考２）令和６年度地方債計画（案）
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（注）１ 本計画（案）については、令和６年度の国の予算編成の動向等を踏まえ、地方財政の状況等について検討を加え、全体として所要の修正を行うこととしている。
２ 市場公募資金については、借換債を含め6兆1,554億円(前年度比1,646億円、2.6％減）を見込んでいる。
３ 国の予算等貸付金債の（ ）書は、災害援護資金貸付金などの国の予算等に基づく貸付金を財源とするものであって外書である。

（参考３）令和６年度地方債計画（案）【資金別】 総務省資料
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（参考４）令和６年度地方財政収支の仮試算【概算要求時】 総務省資料
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計画額 全体に
占める割合 計画額 全体に

占める割合 計画額 全体に
占める割合

平成23年度 61,593 17,860 29.0% 6,600 10.7% 37,133 60.3%
平成24年度 61,333 17,170 28.0% 7,187 11.7% 36,976 60.3%
平成25年度 62,132 17,086 27.5% 7,271 11.7% 37,775 60.8%
平成26年度 55,952 14,270 25.5% 7,691 13.7% 33,991 60.8%
平成27年度 45,250 11,318 25.0% 6,442 14.2% 27,490 60.8%
平成28年度 37,880 9,299 24.5% 5,568 14.7% 23,013 60.8%
平成29年度 40,452 9,708 24.0% 5,744 14.2% 25,000 61.8%
平成30年度 39,865 9,368 23.5% 5,462 13.7% 25,035 62.8%
令和元年度 32,568 7,491 23.0% 4,299 13.2% 20,778 63.8%
令和２年度 31,398 7,222 23.0% 4,145 13.2% 20,031 63.8%
令和３年度 54,796 14,685 26.8% 7,747 14.1% 32,364 59.1%
令和４年度 17,805 4,095 23.0% 2,350 13.2% 11,360 63.8%
令和５年度 9,946 2,287 23.0% 1,313 13.2% 6,346 63.8%

臨時財政対策債（地方債計画額）
民間資金機構資金財政融資

（単位：億円）

４-１ 臨時財政対策債の発行状況及び財政融資の引受割合

○ 臨時財政対策債について、財政融資資金が占める割合は一貫して減少させてきたところ、令和３年度に限
り、新型コロナウイルス感染症による地方財政への影響を踏まえ、引受けを拡大。

（出典）各年度「地方債計画(当初)」
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４-２ 臨時財政対策債の貸付先別貸付実績の推移

（出典）地方債統計年報

16.3% 16.8% 12.1% 8.7% 5.0% 5.0% 4.2% 1.3% 0%
14.5%

44,026 45,009
40,396 

31,451 

26,604 
28,549 27,968

22,791 21,719

32,314 

0
5,000

10,000
15,000
20,000
25,000
30,000
35,000
40,000
45,000
50,000

H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30 R1 R2 R3

（億円）
都道府県・指定都市・一部事務組合

財政融資資金 機構資金 市場公募 銀行等引受

（年度）

○ 臨時財政対策債の資金区分について、都道府県・指定都市・一部事務組合に対する財政融資資金の引受
割合は、新型コロナウイルス感染症による影響に対応した令和３年度を除き減少傾向。

令和５年度地方債同意等基準運用要綱（抜粋）

臨時財政対策債の資金については、市町村（指定都市を除く。）に対して原則としてその全額に公的資金を配分することとし、財政融資資
金を優先的に配分すること。都道府県及び指定都市に対しては、その一部に公的資金を配分すること。

62.8% 58.8% 62.3% 63.1% 71.9% 71.2% 70.0% 74.6% 76.3% 63.4%

15,168 15,412 
14,390 

12,975 
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11,902 
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H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30 R1 R2 R3

（億円）
市町村・特別区

財政融資資金 機構資金 市場公募 銀行等引受

（年度）

― 28 ―

―  ―0123456789



0.0
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臨財債（折半対象分を除く） 臨財債（折半対象分）（兆円）

４-３ 臨時財政対策債計画額の推移と見通し

○ 令和６年度地方財政収支の仮試算においては、内閣府の年央試算等をもとに税収増が見込まれることから、
引き続き折半対象分は無く、また、臨時財政対策債計画額は令和５年度を下回る見込み。

3 4 5 6

（出典）各年度「地方財政計画の概要」、財務省資料 （年度）
（仮試算）
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４-４ 臨時財政対策債の現在高の推移

○ 地方税増収などにより、償還額が新規発行額を上回ったことで、臨時財政対策債の発行残高は、足下、減少。
○ 財政融資資金は、各年度のフローにおいて全体に占める割合を抑制してきていることから、残高の推移は、

全体に比して若干抑制的な傾向。

（出典）地方財政統計年報、地方財政計画、財務省資料
（注） 令和４年度現在高については、地方財政計画に基づく見込み。
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４-５ 論点：臨時財政対策債への配分について

「財政投融資を巡る課題と今後の在り方について」
（平成26年６月 財政投融資分科会）

臨時財政対策債は、各団体が責任を有している借金であることに変わりはなく、また、赤字補填の性格を有することを踏まえると、財政融資資金
としては引き続き抑制的な関与にとどめ、資金調達能力の低い地方公共団体、特に指定都市を除く市町村に対しては、柔軟に対応していく。

○ 臨時財政対策債については、資金調達能力の低い地方公共団体に対して柔軟に対応しつつ、赤字補填の
性格を有することを踏まえ、引き続き抑制的に配分することを基本とすべきではないか。

「地方公共団体向け財政融資に関する報告書」
（平成21年７月 財政投融資に関する基本問題検討会 地方公共団体向け財政融資に関するワーキングチーム）

経済事情の変動による地方税収の大幅な減少などにより、地方公共団体の財源が大幅に不足し、さらに市場での調達環境が厳しい場合にお
いて、地方公共団体としては、公的資金による赤字地方債の引受けを期待している。ただし、地方公共団体による赤字地方債の発行は、その償
還について地方交付税の手当てがある場合でも、借金であることに違いはないため、その抑制に努めるべきであり、財政融資資金による引受け
は、投資的経費の範囲内にとどめることを基本とすべきと考えられる。

「財政投融資改革の総点検について」
（平成16年12月 財政投融資分科会）

地方公共団体への公的資金（政府資金及び公営企業金融公庫資金）の貸付は、民間金融機関では供給困難な長期・低利の資金を地方公
共団体に融資することを通じて、地域に密着した社会資本の整備等に貢献してきた。

今後のあり方については、財投改革の趣旨を踏まえるとともに、地方公共団体の自立的な財政運営を促す観点から、地方公共団体の資金調
達は市場公募等の民間資金によることを基本とし、公的資金はこれを補完するものとすることが適当である。具体的には、地方公共団体の資金
調達力及び資金使途を踏まえた重点化が重要である。なお、赤字補填の性格を有する地方債については、資源配分機能を有する財政投融資
の対象として相応しくない面があるものと考えられる。地方公共団体向け公的資金貸付については、貸付先の財務状況、事業の収益性等を適
切にチェックすることが求められる。
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１．地方債制度について

２．機関の概要等

～地方公共団体向け財政融資の現状と基本的考え方～

３．令和６年度要求の概要

４．編成上の論点 臨時財政対策債への配分について

５．データ利活用に関する規程の策定
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５-１ データ利活用に関する規程の策定

○ 政府の方針において、行政機関の保有するデータの利活用が求められているところ。
○ 今般、財務状況把握及び公営企業実地監査の基礎資料として理財局が保有するデータについて、「利用規

程」を策定（令和５年９月15日施行）。
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５-２ データ活用検討中の研究テーマ（下水道事業の資金繰りの研究（仮））

○ 下水道事業（汚水処理分）は独立採算が基本だが、経営状態が悪く、一般会計等からの繰入により、
資金繰りを賄っている事業者が多い。

※ 一般会計等から公営企業に繰り入れられるもの（他会計繰入金）のうち、総務省が定める「繰出基準」に基づき繰り入れられた額
を「基準内繰入金」といい、基準額を超えて繰り入れられた額及び基準以外に繰り入れられた額を「基準外繰入金」という。

○ データ利活用の規程を活用し、下水道事業に係る「公営企業監査シート」のパネルデータ(対象期間：2013
年～2021年)を用いて、経営状況や資金繰りの動向について、財務総研と連携し研究を行う予定。

○ 対象期間中、法非適用から法適用に移行した事業者が多数存在。よって、対象事業者を3つにグループ
分けして分析。

グループ１：９年間（2013年～2021年）を通じ法適用
グループ２：９年間を通じ法非適用
グループ３：９年間のいずれかの年で、法非適用から法適用に移行

※地方公営企業法の規定を適用し、公営企業会計（複式簿記）を適用している事業を
「法適用事業」、地方公営企業法の規定を適用せず、官公庁会計（単式簿記）を
採用している事業を「法非適用事業」という。

〇 記述統計を整理したところ、グループごとや法非適用から法適用への移行時等に、特徴的な動きを観察。
今後、その要因について本格的な分析を行う。

グループ1 グループ2 グループ3 移行団体数
2013 235 218 607
2014 236 227 614 26
2015 236 237 626 26
2016 234 242 632 41
2017 235 248 643 44
2018 236 246 644 54
2019 237 251 651 134
2020 236 249 645 334
2021 237 246 643 7
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５-３ 債務償還能力関連指標の推移
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○ 【全体】の中央値を見ると、「経費回収率」、「企業債債務償還可能年数」は改善傾向にあり、良い傾向の
ように見える。

○ 他方、【グループ別】に見てみると、各グループによって傾向には、ばらつきがある。
○ 特に、グループ１（法適用）に関しては、「経費回収率」、「（基準外繰入前）償還キャッシュ」が概ね横

ばいで推移するなか、 「実質債務残高」の縮小により「企業債債務償還可能年数」の改善傾向が為されてい
る点には留意が必要ではないか。
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５-４ 償還キャッシュ状況の分析
○ グループ1(法適用)は、グループ2(法非適用)より償還キャッシュの状況が悪い。また、グループ3は、法適用への

移行のピーク時(2020年)に償還キャッシュの状況が悪化する。（左図）
○ グループ３は、移行のピーク時の償還キャッシュの状況の悪化を補うように、2020年に基準外繰入金が急増する。
グループ1は基準外繰入をすることにより償還キャッシュの状況の悪さを補っている。（中図）

○ ただし、グループ2は、グループ1より、経費回収率が悪いため、各グループの基準外繰入額の上位90パーセンタ
イル値を取ると、中央値と逆転する。（右図）

（→ 償還キャッシュの状況は、各事業者の経費回収率、法適用/法非適用かによって影響を受ける模様。後者の
要因分析については、今後の研究課題。）
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（注） 基準外繰入金は、今回、収益勘定繰入金にかかるもののみを対象としており、資本勘定繰入金にかかるものなどは含んでいない。

― 36 ―

―  ―0123456789



５-５ 企業債債務償還可能年数が30年超・45年超の事業者の分析

○ 企業債債務償還可能年数が、30年超の事業者及び45年超の事業者の数自体は、グループ１（法適用）、
グループ2（法非適用）ともに、年を追うごとに低下傾向にある。

○ 他方、30年超または45年超の事業者は、改善が見られず、長く30年超または45年超の事業者のまま留まること
が多い。（例えば、グループ1で2013年～2021年の9年間、ずっと30年超の事業者数は21団体であり、2021年時点で
の30年超の29団体の7割強にあたる。）

（→ 長く30年超、45年超に留まる事業者と、そうでない事業者の違いの要因分析については、今後の研究課題。）
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グループ1 全体 30年超 45年超
2013 235 75 35
2014 236 72 37
2015 236 56 31
2016 234 48 23
2017 235 49 22
2018 236 44 22
2019 237 37 13
2020 236 38 17
2021 237 29 17

グループ2 全体 30年超 45年超
2013 218 110 63
2014 227 106 59
2015 237 106 56
2016 242 94 45
2017 248 77 30
2018 246 56 23
2019 251 50 28
2020 249 40 19
2021 246 29 13
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Sheet1

		グループ1		全体 ゼンタイ		30年超 ネンチョウ		45年超

		2013		235		75		35

		2014		236		72		37

		2015		236		56		31

		2016		234		48		23

		2017		235		49		22

		2018		236		44		22

		2019		237		37		13

		2020		236		38		17

		2021		237		29		17






Sheet1

		グループ2		全体 ゼンタイ		30年超 ネンチョウ		45年超

		2013		218		110		63

		2014		227		106		59

		2015		237		106		56

		2016		242		94		45

		2017		248		77		30

		2018		246		56		23

		2019		251		50		28

		2020		249		40		19

		2021		246		29		13







（参考１）地方公営企業監査のポイント

実質債務残高を償還キャッシュで除して算出した企業債債務償還可能年数により、現時点の債務償還能力
を算出。
企業債債務償還可能年数が30年を超えていないか、また、30年を著しく超過（上下水道は45年、病院は
35年を超過）していないか確認。

公営企業の中長期的な債務償還能力を評価するため、平成26年度から、
 損益実績だけでなく、キャッシュフローと債務残高を中心とした債務償還能力の分析・評価を行う。
 今後の施設維持更新を含む収支計画を確認し、経営上の問題点や将来的なリスクについても確認

することとしている。

債務償還能力

収支計画 収益見通しや投資見通し、費用の状況、他会計繰入金が適正に計上されているか等を中心に確認。

経営上の問題点
及びリスク

経営環境の背景となる事項、収支構造、損益の推移、償還キャッシュの獲得状況、経営環境の変化への対応、
経営改善に対する取組の状況等について確認。

企業債債務償還可能年数 ＝
実質債務残高（企業債残高＋一時借入金－減債積立金）

償還キャッシュ（基準外繰入前経常損益＋減価償却費等－長期前受金戻入）
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（参考２）公営企業監査シート

１．分析シート

（１）公営企業の概要

供用開始年月 財政力指数(R3)

R2 R3 R4 類似企業平均(R3） 平均からの乖離幅 全国平均(R3)

施設利用率＝晴天時平均処理水量÷現在処理能力×100

・
R2 R3 R4 R4-R2増減 R4-R3増減

R2 R3 R4 R4-R2増減 増減寄与額

使用料単価の分析（類似企業平均）

R2 R3 R4 類似企業平均(R3） 平均からの乖離幅 乖離寄与額 全国平均(R3)

年間有収水量の分析

R2 R3 R4 R4-R2増減 増減寄与額

R2 R3 R4 類似企業平均(R3） 平均からの乖離幅 乖離寄与額 全国平均(R3)

・

R2 R3 R4 R4-R2増減 増減寄与額

汚水処理原価の分析（類似企業平均）

R2 R3 R4 類似企業平均(R3） 平均からの乖離幅 乖離寄与額 全国平均(R3)

・ 経費回収率の類似企業平均との比較

R2 R3 R4 類似企業平均(R3） 平均からの乖離幅 全国平均(R3)

R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14

・ 経営分析（効率性･健全性）

　　 R3 R4 類似企業平均(R3） 平均からの乖離幅 全国平均(R3)

実質債務残高 ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―

企業債債務償還可能年数 0年

0年 0年 0年 0年 0年 0年 0年 0年 0年 0年 0年 0年 0年

0年 0年 0年 0年 0年 0年 0年 0年 0年 0年 0年 0年 0年

・ セグメント情報 （単位：百万円）

R2 R3 R4

R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14

  うち他会計出資金等

積立金取りくずし額

繰越工事資金

その他

計

補填財源不足額

補
填
財
源

汚水のうち公費負担

うち資本費平準化債

  うち他会計借入金 汚水私費負担
   経費回収率

資本的支出

　うち建設改良費

損益勘定留保資金

利益剰余金処分額

基準外繰入前その他収益

その他費用

基準外繰入前その他損益

　うち他会計長期借入金返還金

差　引　

項　　目

資本的収入純計

基準外繰入前経常損益の機能別内訳 経費負担の原則と独立採算制

　うち企業債

　うち企業債償還金

雨水公費負担

資
本
的
収
支

基準外繰入前経常収益

経常費用

基準外繰入前経常損益

下水道使用料

汚水処理費

汚水処理損益

雨水処理負担金

雨水処理費

雨水処理損益

    うち基準外繰入金 計

他会計借入金残高（建設改良投資目的）

経費回収率＝使用料単価÷汚水処理原価×100

（３）債務残高、企業債債務償還可能年数等の状況 （単位：百万円）

（４）資本的収支等の推移状況 (単位：百万円）

処理区域内人口１人あたりの維持管理費（汚水分）

職員１人あたりの処理区域内人口

企業債債務償還可能年数(単年度）

職員給与費対営業収益比率

繰入後企業債債務償還可能年数

処理区域内人口１人あたりの企業債現在高

処理区域内人口１人あたりの基準外繰入金

長期化した一時借入金

積立金

うち減債積立金

処理区域内人口１人あたりの資本費（汚水分）

経常収支比率

項　目

経費回収率

R11 R12 R13 R14R3 R4 R5 R6 R7 R8

企業債残高

経費回収率（分流式下水道等に要する経費控除前）

うち財政融資資金

経費回収率（維持管理費）

純利益（又は純損失）

資本勘定所属職員数

キャッシュ

実　　績 計　画（監査時点における最新の計画値を入力）

R2

汚水処理原価　①＋②

汚水処理原価（分流式下水道等に要する経費控除前）

特別利益

特別損失

減価償却費等　　 （Ｃ）

①汚水処理原価（維持管理費）

基準外繰入前償還キャッシュ（Ｂ＋Ｃ）

②汚水処理原価（資本費）
R9 R10

繰入後償還キャッシュ(Ａ＋Ｃ)

経常損益（Ａ）

職員給与費　①×②

繰入前経常損益

①１人当たり職員給与費

基準外繰入前経常損益　（Ｂ）

②損益勘定所属職員数

その他

経常費用

営業外損益

職員給与費の分析

基準外繰入前営業外損益

長期前受金戻入

類似企業平均

その他

営業外費用

①有収率

支払利息

③水洗化率

他会計補助金（繰入金）

②１人当たり汚水処理水量

基準内繰入金

③水洗化率

基準外繰入金

④現在処理区域内人口

修繕費

その他

営業損益

年間有収水量 ①×②×③×④

営業外収益

①有収率

流域下水道管理運営費負担金

減価償却費

使用料単価

資産減耗費

一般家庭用20 ㎥１ヶ月当たり下水道料金

委託料

（現行使用料施行年月日）

その他

①使用料単価

営業費用

②年間総有収水量

終末処理場施設利用率（％）

（２）損益の推移状況 （単位：百万円）

職員給与費

下水道使用料

営業収益 下水道使用料　①Ｘ②

下水道使用料

雨水処理負担金

R9 R10 R11 R12 R13 R14
実態損益計算書

実　　績 計　画（監査時点における最新の計画値を入力）

R2

うち基準外繰入金

R8

現在処理区内人口　/
現在処理区域面積

現在処理区域内人口　/
行政区域内人口

現在処理区域内人口　/
全体計画人口

現在処理区域面積　/
全体計画面積

R3 R4 R5 R6 R7

公営企業監査シート（下水道事業（法適用））
（事業名：公共下水道 法適用）
（類似団体類型区分：　 　）

（５）収支構造の分析　（金額単位：百万円）

事業開始年月
現在処理

区域内人口
処理区域内
人口密度

事業別普及率 進捗率（人口ベース） 進捗率（面積ベース）
補償金免除繰上償還実施
企業の場合は計画最終年度 ・稼働率

（都道府県：　 　）団体名：

損益の状況

• 収益と費用、利益が表示される。

• また、経営活動により獲得した償還キャッシュが表
示される。

債務残高、企業債債務償還可能年数
の状況

• 企業債の債務償還可能年数が表示される。

資本的収支の状況

• 資本的収支が表示される。

• また、収益的収支、資本的収支、両者の最終的な
収支結果が表示される。

収支構造の分析

• 主に、損益に関する分析値が
表示される。
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（参考３）公営企業の経営状況① 令和３年６月16日財投分科会資料
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（参考４）公営企業の経営状況② 令和３年６月16日財投分科会資料
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（参考５）公営企業の経営状況③ 令和３年６月16日財投分科会資料
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参考資料
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地方債計画と地方公共団体向け財政融資の推移（計画改定後）
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25.0

S57 58 59 60 61 62 63H元 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 R元 2 3 4 5

（％）（兆円）

（年度）

財政融資資金 郵貯・簡保資金 地方公共団体金融機構資金
市場公募資金 銀行等引受資金 公的資金比率
市場公募資金比率 財政融資資金比率

（注1）地方公共団体金融機構資金について、昭和57年度～平成20年度上期は公営企業金融公庫資金、平成20年度下期は地方公営企業等金融機構資金。
（注2）政府資金については、平成18年度までは財政融資資金の他に郵貯資金及び簡保資金を含む。
（注3）平成15年度及び平成18～20年度においては、地方債計画を改正していない。
（出典）各年度「地方債計画」

（財政融資資金＋郵貯・簡保資金＋機構資金）

公的資金比率
直近ピーク
74.1%（S60）

（政府資金比率）

財政融資資金比率
(政府資金比率)

直近ピーク
58.9%（H4）

R5
公的資金比率

42.8％

R5
地方債計画総額

9.5兆円

R5
市場公募資金比率

35.9％

R5
財政融資資金比率
（政府資金比率）

25.5％

R5
財政融資資金

2.4兆円
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地方債残高と地方公共団体向け財政融資残高の推移
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S58 59 60 61 62 63 H元 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 R元 2

（％）（兆円）

（年度）

市場公募資金 銀行等引受資金 地方公共団体金融機構資金
郵貯・簡保資金 財政融資資金 公的資金比率
市場公募資金比率 財政融資資金比率 （財政融資資金＋郵貯・簡保資金＋機構資金）

（政府資金比率）

Ｒ2
財政融資資金残高

44.5兆円

Ｒ2
財政融資資金比率

24.3％

Ｒ2
市場公募資金比率

28.0％

Ｒ2
公的資金比率

39.7％

Ｒ2
地方債残高
182.8兆円

（注１）地方公共団体金融機構資金について、昭和58年度～平成20年度上期は公営企業金融公庫資金、平成20年度下期は地方公営企業等金融機構資金。
（注２）残高・比率は普通会計及び企業会計に係るものである。
（出典）各年度「地方債統計年報」

財政融資資金比率
直近ピーク

41.7％（H3）

公的資金比率
直近ピーク

69.4％（H3）
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地方債計画における事業別の推移①

（注）計画額は「東日本大震災分」を除く。
（出典）各年度「地方債計画（当初）」

（単位：億円）

H27 H28 H29 H30 R1 R2 R3 R4 R5

計画額 シェア 計画額 シェア 計画額 シェア 計画額 シェア 計画額 シェア 計画額 シェア 計画額 シェア 計画額 シェア 計画額 シェア

一 一般会計債

１ 公共事業等 16,389 13.7% 16,601 14.8% 16,443 14.1% 16,476 14.1% 16,627 13.8% 16,195 13.8% 16,098 11.8% 15,905 15.6% 15,889 16.7%

２ 防災・減災・国土強靱化
緊急対策事業 - - - - - - - - 6,084 5.1% 4,778 4.1% - - - - - -

３ 公営住宅建設事業 1,126 0.9% 1,141 1.0% 1,130 1.0% 1,130 1.0% 1,140 0.9% 1,110 0.9% 1,103 0.8% 1,090 1.1% 1,089 1.1%

４ 災害復旧事業 647 0.5% 711 0.6% 873 0.8% 873 0.7% 955 0.8% 1,148 1.0% 1,141 0.8% 1,127 1.1% 1,126 1.2%

５ 教育・福祉施設等整備事業 3,359 2.8% 3,395 3.0% 3,391 2.9% 3,391 2.9% 3,402 2.8% 3,327 2.8% 3,319 2.4% 3,707 3.6% 4,108 4.3%

６ 一般単独事業 20,543 17.2% 21,474 19.2% 21,927 18.9% 22,634 19.4% 25,415 21.2% 26,807 22.8% 27,724 20.3% 28,013 27.5% 27,387 28.8%

７ 辺地及び過疎対策事業 4,565 3.8% 4,665 4.2% 4,975 4.3% 5,085 4.4% 5,210 4.3% 5,210 4.4% 5,520 4.0% 5,730 5.6% 5,940 6.3%

８ 公共用地先行取得等事業 345 0.3% 345 0.3% 345 0.3% 345 0.3% 345 0.3% 345 0.3% 345 0.3% 345 0.3% 345 0.4%

９ 行政改革推進 1,000 0.8% 700 0.6% 700 0.6% 700 0.6% 700 0.6% 700 0.6% 700 0.5% 700 0.7% 700 0.7%

10 調整 100 0.1% 100 0.1% 100 0.1% 100 0.1% 100 0.1% 100 0.1% 100 0.1% 100 0.1% 100 0.1%

計 48,074 40.3% 49,132 43.8% 49,884 42.9% 50,734 43.6% 59,978 50.0% 59,720 50.9% 56,050 41.1% 56,717 55.7% 56,684 59.7%
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地方債計画における事業別の推移②

（単位：億円）

H27 H28 H29 H30 R1 R2 R3 R4 R5

計画額 シェア 計画額 シェア 計画額 シェア 計画額 シェア 計画額 シェア 計画額 シェア 計画額 シェア 計画額 シェア 計画額 シェア

二 公営企業債等

１ 水道事業 4,334 3.6% 4,473 4.0% 5,043 4.3% 5,389 4.6% 5,946 5.0% 5,570 4.7% 5,258 3.9% 5,566 5.5% 6,035 6.4%

２ 工業用水道事業 178 0.1% 222 0.2% 247 0.2% 216 0.2% 307 0.3% 338 0.3% 303 0.2% 300 0.3% 297 0.3%

３ 交通事業 1,786 1.5% 1,654 1.5% 1,611 1.4% 1,327 1.1% 1,420 1.2% 1,562 1.3% 1,739 1.3% 1,963 1.9% 1,719 1.8%

４ 電気事業・ガス事業 164 0.1% 178 0.2% 202 0.2% 225 0.2% 262 0.2% 260 0.2% 195 0.1% 288 0.3% 333 0.4%

５ 港湾整備事業 544 0.5% 461 0.4% 509 0.4% 508 0.4% 569 0.5% 555 0.5% 571 0.4% 689 0.7% 619 0.7%

６ 病院事業・介護サービス事業 4,116 3.5% 4,434 4.0% 4,614 4.0% 3,822 3.3% 4,005 3.3% 3,599 3.1% 3,637 2.7% 4,193 4.1% 4,598 4.8%

７ 市場事業・と畜場事業 2,096 1.8% 458 0.4% 235 0.2% 358 0.3% 362 0.3% 343 0.3% 375 0.3% 379 0.4% 287 0.3%

８ 地域開発事業 805 0.7% 699 0.6% 622 0.5% 745 0.6% 912 0.8% 708 0.6% 658 0.5% 840 0.8% 919 1.0%

９ 下水道事業 10,981 9.2% 11,597 10.3% 11,904 10.2% 12,298 10.6% 12,773 10.6% 12,383 10.6% 11,934 8.8% 12,181 12.0% 12,649 13.3%

10 観光その他事業 114 0.1% 94 0.1% 134 0.1% 169 0.1% 154 0.1% 100 0.1% 56 0.0% 78 0.1% 95 0.1%

計 25,118 21.1% 24,270 21.7% 25,121 21.6% 25,057 21.5% 26,710 22.2% 25,418 21.7% 24,726 18.1% 26,477 26.0% 27,551 29.0%

三 臨時財政対策債 45,250 37.9% 37,880 33.8% 40,452 34.8% 39,865 34.2% 32,568 27.1% 31,398 26.8% 54,796 40.2% 17,805 17.5% 9,946 10.5%

四 退職手当債 800 0.7% 800 0.7% 800 0.7% 800 0.7% 800 0.7% 800 0.7% 800 0.6% 800 0.8% 800 0.8%

総計 119,242 100.0% 112,082 100.0% 116,257 100.0% 116,456 100.0% 120,056 100.0% 117,336 100.0% 136,372 100.0% 101,799 100.0% 94,981 100.0%

（注）計画額は「東日本大震災分」を除く。
（出典）各年度「地方債計画（当初）」
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令和５年度地方債計画資金区分（当初・通常収支分）①
（単位：億円）

項 目 合 計
公 的 資 金 民 間 等 資 金

計
財 政

融 資

地方公共
団 体

金融機構
計

市 場

公 募

銀 行 等

引 受
一 一 般 会 計 債
１ 公 共 事 業 等 15,889 4,972 4,617 355 10,917 8,387 2,530 
２ 公 営 住 宅 建 設 事 業 1,089 483 362 121 606 545 61 
３ 災 害 復 旧 事 業 1,126 1,126 1,126 0 0 0 0 
４ 教 育 ・ 福 祉 施 設 等 整 備 事 業 4,108 2,325 1,939 386 1,783 1,063 720 
（1）学 校 教 育 施 設 等 1,682 1,091 925 166 591 348 243 
（2）社 会 福 祉 施 設 367 161 72 89 206 139 67 
（3）一 般 廃 棄 物 処 理 981 811 680 131 170 82 88 
（4）一 般 補 助 施 設 等 541 262 262 0 279 120 159 
（5）施 設 （ 一 般 財 源 化 分 ） 537 0 0 0 537 374 163 
５ 一 般 単 独 事 業 27,387 6,990 926 6,064 20,397 11,275 9,122 
（1）一 般 2,485 83 0 83 2,402 1,929 473 
（2）地 域 活 性 化 690 85 0 85 605 462 143 
（3）防 災 対 策 871 262 126 136 609 366 243 
（4）地 方 道 路 等 3,221 298 0 298 2,923 2,473 450 
（5）旧 合 併 特 例 4,800 689 0 689 4,111 386 3,725 
（6）緊 急 防 災 ・ 減 災 5,000 1,678 0 1,678 3,322 1,962 1,360 
（7）公 共 施 設 等 適 正 管 理 4,320 1,828 100 1,728 2,492 1,376 1,116 
（8）緊 急 自 然 災 害 防 止 対 策 4,000 1,707 700 1,007 2,293 1,281 1,012 
（9）緊 急 浚 渫 推 進 1,100 0 0 0 1,100 741 359 
（10）脱 炭 素 化 推 進 900 360 0 360 540 299 241 
６ 辺 地 及 び 過 疎 対 策 事 業 5,940 5,935 4,979 956 5 0 5 
（1）辺 地 対 策 540 540 514 26 0 0 0 
（2）過 疎 対 策 5,400 5,395 4,465 930 5 0 5 
７ 公 共 用 地 先 行 取 得 等 事 業 345 0 0 0 345 108 237 
８ 行 政 改 革 推 進 700 0 0 0 700 437 263 
９ 調 整 100 0 0 0 100 96 4 

計 56,684 21,831 13,949 7,882 34,853 21,911 12,942 
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令和５年度地方債計画資金区分（当初・通常収支分）②

（単位：億円）

項 目 合 計

公 的 資 金 民 間 等 資 金

計
財 政

融 資

地方公共
団 体
金融機構

計
市 場

公 募

銀 行 等

引 受
二 公 営 企 業 債

１ 水 道 事 業 6,035 4,853 2,848 2,005 1,182 1,034 148 
２ 工 業 用 水 道 事 業 297 66 0 66 231 13 218 
３ 交 通 事 業 1,719 394 123 271 1,325 934 391 
４ 電 気 事 業 ・ ガ ス 事 業 333 73 0 73 260 7 253 
５ 港 湾 整 備 事 業 619 218 195 23 401 135 266 
６ 病 院 事 業 ・ 介 護 サ ー ビ ス 事 業 4,598 2,041 773 1,268 2,557 650 1,907 
７ 市 場 事 業 ・ と 畜 場 事 業 287 21 0 21 266 198 68 
８ 地 域 開 発 事 業 919 0 0 0 919 442 477 
９ 下 水 道 事 業 12,649 7,542 4,053 3,489 5,107 2,994 2,113 
10観 光 そ の 他 事 業 95 5 0 5 90 30 60 

計 27,551 15,213 7,992 7,221 12,338 6,437 5,901 
合 計 84,235 37,044 21,941 15,103 47,191 28,348 18,843 

三 臨 時 財 政 対 策 債 9,946 3,600 2,287 1,313 6,346 5,683 663 
四 退 職 手 当 債 800 0 0 0 800 69 731 

総 計 94,981 40,644 24,228 16,416 54,337 34,100 20,237 
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地方債の事業別償還期限について（令和５年度）

貸付対象事業 財政融資資金 地方公共団体
金融機構資金

固定 利率見直し 固定 利率見直し

一
般
会
計
債

公共事業等 25 25 25 25
防災・減災・国土強靱化緊急対策事業 25 25 - -
公営住宅建設事業 25 25 25 25
災害復旧事業 10 10 - -

教育・福祉施設等整備事業

学校教育施設等 25 25 25 25
社会福祉施設 25 25 25 25
一般廃棄物処理 20 20 20 20
一般補助施設等 25 25 - -

一般単独事業

防災対策 30 30 30 30
緊急防災・減災 - - 30 30
公共施設等適正管理 30 30 30 30
緊急自然災害防止対策 30 30 30 30

辺地及び過疎対策事業 辺地対策 10 30 30 40
過疎対策 12 30 30 40

公
営
企
業
債

水道事業 40 40 30 40
交通事業 40 40 30 40
港湾整備事業 40 40 30 40
病院・介護サービス事業 30 30 30 30
下水道事業 40 40 30 40

臨時財政対策債 - 20 - 30
（注１）当該事業のうち、もっとも長い償還期限について記載。
（注２）辺地・過疎対策事業のうち、償還期限が30年（利率見直し方式）となるのは、診療施設（病院、診療所、職員宿舎）、飲用水供給施設、簡易水道施設及び

簡易水道施設であった水道施設、下水道施設。
（注３）機構の臨時財政対策債の償還期限について、市町村（指定都市を除く）は20年。
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